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国民体育大会で活躍する三重県選手
（フェンシング）

国民体育大会で活躍する三重県選手
（トライアスロン）

国民体育大会で活躍する三重県選手
（レスリング）
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（５）国際大会や全国大会で活躍をめざすパラアスリートの強化支援 

【現状・課題】 

・競技力向上を図るため、パラリンピック等の国際大会や全国大会で活躍が期待

される一定の競技力を有する選手を指定し、強化活動を支援しています。 

・競技によっては、パラスポーツを専門とするコーチや、同じレベルの練習パー

トナーが県内に不足しており、活動拠点を県外や海外に求めざるを得ない場合

があります。 

・競技用具の機能や調整具合が勝敗を分けることがあり、個々の競技の特性をふ

まえたきめ細かな支援が必要です。 

【取組の方向性】 

・一定の競技力を有する選手に対し、強化活動の支援を行います。 

・選手に応じたきめ細かな支援を行うため、選手一人ひとりの状況把握に努め、

求められる支援のためのノウハウや経験を蓄積します。 

【具体的な取組内容】 

・パラリンピック等の国際大会や全国大会での活躍をめざして強化活動に取り組

む本県選手のうち、国際大会や全国大会で入賞するなど一定の実績（競技力）を

有し、パラリンピック等での活躍が期待される選手を指定し、遠征費や大会参加

料、競技用具の購入、医・科学スタッフの派遣など、強化活動を支援します。 

・強化支援による成果や選手それぞれが求める支援について、選手に聴取りを行

い、さらなる支援の充実を図ります。 

日本選手権で活躍する三重県選手 
（陸上競技） 日本選手権で活躍する三重県選手
（陸上競技）

第５章　推進施策の展開
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【ＫＰＩ（重要業績評価指標）】 

項目 
現状値 

（令和３年度） 
目標値 

（令和８年度） 
目標項目の説明 

パラアスリートの
全国大会の入賞数 35件 41件 

ジャパンパラ競技大会、日本選手権に
おける、団体・個人の入賞数 

＜選定理由＞ 
・パラアスリートにおける本県の競技力向上対策の取組の成果があらわれる数値であること
から選定しました。 

 

＜目標値の設定理由＞ 
・東京2020パラリンピック競技大会及び三重とこわか大会に向け高まった、県内選手の競技
力を維持・向上させるため、平成30（2018）年度から令和３（2021）年度まで（令和２（2020）
年度を除く）の入賞数実績の平均値等を参考に、令和８（2026）年度の目標値を41件と設
定しました。 

第５章　推進施策の展開
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【推進施策３】 

スポーツを通じた地域活性化と共生社会の実現 ～誰もが「楽しむ」～ 

 

スポーツには、地域経済の活性化や持続的なまちづくり、共生社会の実現など、

社会問題の解決に資する力があります。 

 

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会は、「多様性と調和」を基本

コンセプトの一つとして開催されました。国籍、性別、年齢、障がいの有無、性

的指向など、あらゆる面における違いにかかわらず、それぞれの能力を発揮し、

競い合い、そして互いに認め合う姿から、共生社会の実現に寄与する「スポーツ

の持つ価値」が再認識されました。 

三重とこわか国体・三重とこわか大会の開催準備では、競技施設の新たな整備

や大規模改修に加え、選手・指導者やボランティアといったさまざまな人材が育

成されるなど、多くの有形・無形のレガシーが各地域に遺されました。 

また、本県には、豊かな自然、美しい風景や歴史的な景観、文化財といった地

域資源が数多くあり、スポーツツーリズムの推進により、交流人口の拡大や産業

の活性化等が期待できます。 

 

『推進施策３』では、スポーツの持つ力で人や地域の交流を促すとともに、県

営スポーツ施設の計画的な整備を進め、地域の活性化につなげていきます。また、

障がいの有無、国籍・文化的背景や性的指向・性自認などにかかわらず、多様な

主体が「あつまり、ともに、つながる」「誰もがアクセスできる」の視点から、

安心してスポーツを楽しめる環境づくりを進めることで、共生社会の実現につな

げていきます。 

 

・市町、競技団体等と連携しながら、三重とこわか国体・三重とこわか大会の

レガシーを生かした大規模大会等の誘致・開催に取り組みます。 

・県営スポーツ施設について、さまざまなスポーツ大会等が数多く開催できる

よう、施設機能の維持・向上や老朽化対策を講じながら、いつでも安全・快

適に利用できる施設環境を整備していきます。 

・本県のスポーツ資源と地域資源を生かしたスポーツツーリズムに取り組みま

す。 

・スポーツを通じた共生社会の実現に向けて、誰もが一緒に楽しめるニュース

ポーツやインクルーシブスポーツの普及・啓発、参加できる機会づくりに取

り組みます。 

 

 

 

第５章　推進施策の展開
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＜取組内容＞

（１）三重とこわか国体・三重とこわか大会のレガシー継承・発展

（２）安全・快適なスポーツ環境の提供

（３）スポーツを通じた交流やスポーツツーリズムの促進

（４）スポーツを通じた共生社会の実現

【ＳＤＧｓへの貢献】

目標 スポーツの貢献

あらゆる年齢のすべての人々の
健康的な生活を確保し、福祉を
推進する

運動・スポーツに親しみ、楽しむことは、精神や
身体に良い影響を与え、健康寿命の延伸や福
祉の向上につながります

ジェンダーの平等を達成し、す
べての女性と女児のエンパワー
メントを図る

女性のスポーツ参画に取り組むことは、ジェン
ダー平等の実現に寄与します

すべての人々のための持続的、
包摂的かつ持続可能な経済成
長、生産的な完全雇用およびデ
ィーセント・ワークを推進する

スポーツは、さまざまな関連産業において多様
な人々の雇用を生み出し、地域経済の活性化
につながります

国内および国家間の不平等を是
正する

スポーツは世界共通の文化であり、国内外の地
域間格差など不平等の解消に役立ちます

都市と人間の居住地を包摂的、
安全、レジリエントかつ持続可能
にする

誰もが気軽にスポーツを楽しむことで、持続可
能なまちづくりにつながります

第５章　推進施策の展開
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（１）三重とこわか国体・三重とこわか大会のレガシー継承・発展

【現状・課題】

・三重とこわか国体・三重とこわか大会に向けた取組の結果、県や市町において、

競技施設の新たな整備や大規模な改修が行われるとともに、選手・指導者や競

技役員等の人材が育成されるなど、有形・無形のレガシーが各地域に遺されま

した。

・三重とこわか国体・三重とこわか大会のレガシーを活用し、選手・ボランティ

アなどさまざまな人材の継続した育成や、スポーツを通じたまちづくりを支援

していく必要があります。

【取組の方向性】

・三重とこわか国体・三重とこわか大会で予定されていた実施競技が地域に根付

くことで、スポーツによる交流や賑わいの創出、「このスポーツといえばこの

市町」というイメージの定着を図り、スポーツの振興やスポーツを通じたまち

づくりにつなげるよう、市町や競技団体等の取組を支援します。

【具体的な取組内容】

・県民の皆さんがトップレベルのプレーを観戦し、その迫力や感動を感じられる

よう、市町や競技団体等が取り組む、国際大会や全国大会などの大規模大会や

日本代表をはじめとする有力チームの合宿誘致を支援します。

・三重とこわか国体・三重とこわか大会で予定されていた実施競技が地域に根付

くよう、市町や競技団体等が実施するスポーツ教室等の普及イベントの開催を

支援します。

・大規模大会や各種スポーツイベント等の開催により、三重とこわか国体・三重

とこわか大会に向けて培った競技役員等の運営ノウハウの活用・継承につなげ

ます。

第 25 回ビーチバレーin御殿場 2022
（競技普及事業）

ＡＴＰ四日市チャレンジャー2022
(国際大会の誘致・開催事業)

ＡＴＰ四日市チャレンジャー 2022
( 国際大会の誘致・開催事業 )

第 25 回ビーチバレー in 御殿場 2022
（競技普及事業）

第５章　推進施策の展開
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【ＫＰＩ（重要業績評価指標）】 

項目 
現状値 

（令和３年度） 
目標値 

（令和８年度） 
目標項目の説明 

三重とこわか国
体・三重とこわか
大会のレガシーを
活用し、スポーツ
を通じたまちづく
りに取り組んだ件
数 

０件 90件 

県の「レガシーを活用したみえのスポ
ーツ支援事業補助金」を活用したこと
により国際大会等の大規模大会を誘
致・開催した件数及び両大会で予定さ
れていた実施競技を地域に根付かせる
スポーツイベントを開催した件数（累
計） 

＜選定理由＞ 
・三重とこわか国体・三重とこわか大会で予定されていた実施競技を地域に根付かせること

で、スポーツを通じたまちづくりやスポーツに親しむ機会の拡大をめざすことから選定し
ました。 

 

＜目標値の設定理由＞ 
・大規模大会やスポーツイベントが全市町で３回以上実施されることをめざし、目標値を設

定しました。 

第５章　推進施策の展開
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（２）安全・快適なスポーツ環境の提供 

 

【現状・課題】 

・三重とこわか国体・三重とこわか大会に向けて、県営スポーツ施設のほか、市

町においても国体競技会開催に必要な施設整備が進められ、全国規模の大会が

開催できる環境が整いました。 

・企業や関係団体等との連携によりいつでも安全・快適に利用できる施設環境を

整備し、トップレベルなプレーを観戦したり、日常的にスポーツを楽しむ機会

を提供していくことで、県民の皆さんがより一層スポーツに親しみ、スポーツ

を通じた心身の健康維持・増進につなげていく必要があります。 

・新型コロナウイルス感染症の影響により減少した利用者数の回復を図る必要が

あります。 

・アスリートに対するＳＮＳ等での誹謗中傷や写真・動画による性的ハラスメン

トへの対策が求められています。 

 

【取組の方向性】 

・県営スポーツ施設の整備にあたっては、利用者の安全を第一に、また、快適に

利用できるよう、ユニバーサルデザインの視点に基づいた施設機能の維持・向

上や老朽化への対応を図るための計画的な施設整備を進めます。 

・県民の皆さんが施設をより快適に利用できるよう、指定管理者制度を通じて魅

力的な事業やサービスの提供に取り組みます。 

・選手・チームの皆さんが安心して競技に取り組める環境づくりを進めます。 

 

【具体的な取組内容】 

・計画期間中における県営スポーツ施設の整備については、次頁の整備計画一覧

表の内容を想定しており、優先順位をつけて計画的に取り組みます。 

・県民の皆さんが施設をより快適に利用できるよう、指定管理者と連携し、利用

者のニーズに応じた魅力的な事業や快適なサービスを提供するなど利用促進に

向けた取組を進めます。 

・選手やチーム、指導者の皆さんが安心してスポーツに取り組むことができるよ

う、国や日本スポーツ協会の取組方針に合わせて、市町・競技団体等と連携し

て、ＳＮＳ等での誹謗中傷や性的ハラスメントの防止にかかる周知・啓発に取

り組みます。 

 

 

 

 

 

第５章　推進施策の展開
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＜県営スポーツ施設の整備計画一覧表＞ 

※令和６（2024）年度以降の施設整備については、各年度の予算議論により最終的に確定  
するため、現時点の計画から変更になる可能性があります。 

〔凡例〕     実施 

     計画 

第５章　推進施策の展開
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【ＫＰＩ（重要業績評価指標）】

項目
現状値

（令和３年度）

目標値
（令和８年度）

目標項目の説明

県営スポーツ施設
年間利用者数 555,035人 1,020,000人

県営スポーツ施設（三重交通Ｇ スポー
ツの杜 鈴鹿、三重交通Ｇ スポーツの
杜 伊勢、ドリームオーシャンスタジア
ム、県営ライフル射撃場）の年間利用
者数

＜選定理由＞
・施設の整備や施設管理の適切な取組の効果は、施設の年間利用者数にあらわれると考えら

れることから選定しました。

＜目標値の設定理由＞
・令和６（2024）年度において、コロナ前の利用者数まで回復させ、令和７（2025）年度以

降は２％増することをめざし、目標値を設定しました。

三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿
（水泳場）

三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢
（陸上競技場）三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢

（陸上競技場）
三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿

（水泳場）

第５章　推進施策の展開
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（３）スポーツを通じた交流やスポーツツーリズムの促進 

 

【現状・課題】 

・三重とこわか国体・三重とこわか大会に向けた取組等により充実した施設・設

備やノウハウ、人材等の「スポーツ資源」と、本県の豊かな自然、美しい風景

や歴史的な景観、文化財をはじめとする多くの「地域資源」とを組み合わせ、

県内外からの皆さんの交流を促進し、地域の活性化へつなげることが期待され

ています。 

・県内各地においては数々のスポーツツーリズムの取組が既に展開されています。 

 

【取組の方向性】 

・多くの皆さんの参画により、スポーツを通じた地域の絆づくりを促進するため、

スポーツイベントの誘致・開催に取り組む市町や競技団体等を支援します。 

・スポーツイベントやスポーツ施設・設備等と地域の持つ豊かな自然や文化とを

組み合わせ、スポーツツーリズムの取組を周知・ＰＲしていきます。 

 

【具体的な取組内容】 

・協賛企業の協力を得ながら市町等と連携して「美し国三重市町対抗駅伝」を開

催し、各市町のチームが競い合うことで、スポーツを通じた地域の絆づくりに

つなげます。また、ご当地グルメや特産品、観光情報をはじめとする各市町の

魅力を発信し交流することで、地域の活性化につなげます。 

・県内外から選手や観戦者が多く訪れ、交流人口の拡大につながるよう、市町と

連携し、大規模スポーツイベントの誘致や開催に取り組むとともに、継続・定

着するスポーツイベントとなるよう支援します。 

・レガシーを活用したみえのスポーツ支援事業補助金により、日本代表チームや

有力チームの合宿誘致に取り組む市町・競技団体等を支援することで、トップ

レベルの競技力を観戦できる機会を創出し、地元チームや県民の皆さんとの交

流を促すなど、スポーツツーリズムを推進します。 

・本県の豊かな自然を生かした山登り等のアウトドアスポーツ・自然体験の情報

発信に取り組みます。また、山岳遭難防止の啓発など、本県を訪れる皆さんが

安心して楽しめる環境づくりを行います。 

・ナショナルサイクルルート「太平洋岸自転車道」や世界遺産「熊野古道伊勢路」

など、魅力ある地域資源を生かしたスポーツアクティビティにより地域の活性

化につなげます。 

・東紀州地域において、企業や観光物産協会が連携し、「熊野古道伊勢路」の歴

史と自然が融合した魅力的なルートを、より健康的に歩くヘルスツーリズム事

業に取り組みます。 
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【ＫＰＩ（重要業績評価指標）】

項目
現状値

（令和３年度）

目標値
（令和８年度）

目標項目の説明

県内スポーツイベ
ント等への参加者
数

34,956人 204,000人
県内で開催されるスポーツイベント等
における参加者、観戦者、大会役員・
ボランティアの数

＜選定理由＞
・地域のスポーツ活動が活性化し、県民の皆さんのスポーツへの関心が高まることによって、
スポーツ大会やスポーツイベントへの参加者数が増加することが期待できることから選定
しました。

＜目標値の設定理由＞
・三重とこわか国体・三重とこわか大会で予定されていた実施競技を地域に根付かせ、スポ

ーツに親しむ機会を拡大させるため、令和５（2023）年度までは新型コロナウイルス感染
症の影響からの回復期とし、令和６（2024）年度以降は、コロナの影響がない平成30（2018）
年度の県内スポーツ大会参加者数である約195,000人から毎年1.5％増加することをめざ
し、目標値を設定しました。

美し国三重市町対抗駅伝 アウトドアスポーツ（山登り）

魅力ある地域資源（熊野古道伊勢路）

美し国三重市町対抗駅伝 アウトドアスポーツ（山登り）

魅力ある地域資源（熊野古道伊勢路）

第５章　推進施策の展開
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（４）スポーツを通じた共生社会の実現 

 

【現状・課題】 

・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会では、国籍、性別、年齢、障

がいの有無、性的指向などにかかわらず多様な人が集い、「する」「みる」「支

える」それぞれの立場での参画を通じ、相互理解が一段と進みました。本県に

おいては、海外チームの事前キャンプ受入れや、県内各地から多様な皆さんが

参画した東京2020オリンピック聖火リレー、東京2020パラリンピック聖火フェ

スティバルを実施し、共生社会を育む好機となりました。 

・三重とこわか国体・三重とこわか大会に向けて、競技スポーツだけでなく、ボ

ッチャやＳＳピンポンなど、誰もが一緒に楽しめるニュースポーツの推進に取

り組みました。 

・スポーツの発展において、コンプライアンスのほか、体罰、暴力、各種ハラス

メント等の課題があります。 

・いじめや虐待などの社会的課題の解決や、障がい、性の多様性への理解促進に

おいて、スポーツの持つ力に期待が寄せられています。 

 

【取組の方向性】 

・年齢や性別、障がいの有無、国籍・文化的背景、性的指向・性自認などあらゆ

る面での違いを受け入れ、誰もが一緒に楽しめるニュースポーツの普及・啓発

や誰もが参加できる機会づくりなど、スポーツを通じた共生社会の実現につな

げていきます。 

 

【具体的な取組内容】 

・子ども、高齢者、障がい者など誰もがスポーツに親しむことができる機会を提

供するため、「みえスポーツフェスティバル」においてニュースポーツを実施

するとともに、市町や競技団体等が実施するインクルーシブスポーツイベント

の開催を支援します。 

・障がい者スポーツの体験会をはじめ、総合型地域スポーツクラブやスポーツ推

進委員、競技団体などが実施する誰もが楽しめるスポーツイベントについて、

ＳＮＳ等を活用した情報発信を行うなど、開催を支援します。 

・スポーツにおける性の多様性を理解し、誰もが自分らしくスポーツができるよ

う、日本スポーツ協会が作成する「体育・スポーツにおける多様な性のあり方

ガイドライン」を活用した周知・啓発に取り組みます。 

・誰もがスポーツの価値を十分に享受できるよう、スポーツ・インテグリティの

確保等に向けた周知・啓発に取り組みます。 
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【ＫＰＩ（重要業績評価指標）】

項目
現状値

（令和３年度）

目標値
（令和８年度）

目標項目の説明

子ども、高齢者、
障がい者などが参
加できるスポーツ
イベントの開催数

０件 60件

県の「レガシーを活用したみえのスポ
ーツ支援事業補助金」の競技普及事業
等を活用し、市町、競技団体、スポー
ツ関係団体等が実施する子ども、高齢
者、障がい者などを含む多くの住民が
参加できるスポーツイベントの開催件
数（累計）

＜選定理由＞
・子ども、高齢者、障がい者などを含むスポーツイベントを開催することで、年齢、性別、
障がいの有無にかかわらないスポーツの推進につながると考えられることから選定しま
した。

＜目標値の設定理由＞
・スポーツイベントが全市町で２回以上実施されることをめざし、目標値を設定しました。

インクルーシブスポーツ（ボッチャ） 障がい者スポーツ体験会
（車いすバスケットボール）

インクルーシブスポーツ（ボッチャ） 障がい者スポーツ体験会
（車いすバスケットボール）

第５章　推進施策の展開
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第６章 計画の実現に向けて 

 

１ 計画の推進体制 

県庁内における子ども・福祉部や教育委員会等の関係部局に加え、三重県スポ

ーツ協会、三重県障がい者スポーツ協会、三重県レクリエーション協会をはじめ

とするスポーツ関係団体等で構成する「三重県スポーツ推進計画担当者会議（仮

称）」を設置し、情報共有を図りながら関係者が一体となって、総合的に計画の

推進に取り組みます。 

 

２ 計画の進捗管理 

「三重県スポーツ推進計画担当者会議（仮称）」で取りまとめた進捗状況を

三重県スポーツ推進審議会に報告するとともに、今後の進め方について必要な

見直しを図りつつ、取組を着実に進めていきます。 
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１ 用語解説 

用語 解説 
該当 

ページ 

ア 

行 

アクティブ・チャイ

ルド・プログラム 

日本スポーツ協会が開発した子どもが発達段階に応

じて身につけておくことが望ましい動きを取得する

運動プログラム。 

29 

アーバンスポーツ 
ＢＭＸ、スケートボード、インラインスケート、ブレ

イクダンス、パルクールなど都市型スポーツ。 
33 

１学校１運動 

体力向上や運動習慣の定着等に向け、体育の授業以外

に運動時間を確保し、休み時間や昼休み等を利用する

ことにより、各校の計画に基づいて実施する取組（学

校全体でなわとびやマラソン等に取り組む活動）。 

28 

インクルーシブスポ

ーツ 

共生社会の実現に向けて年齢、性別、障がいの有無に

かかわらず、多様な人々がともに実施できるスポー

ツ。 

50,59 

美し国三重市町対抗

駅伝 

ジュニア世代の発掘・育成と、スポーツを「する」「み

る」「支える」すべての県民の皆さんの意識高揚、県

内各市町の活性化および市町相互のさらなる交流・連

携の促進を目的として、平成19（2007）年度から開催。 

15,57 

カ 

行 

元気アップシート 

「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果に基

づく自校分析や、体力向上の学校全体目標や１学校１

運動の取組などを記載し、校内での共通理解に向けた

働きかけや、研修会で他校との取組協議、情報共有、

学校訪問における指導助言などのツールとなる基本資

料。 

28 

健康寿命 
日常的に介護を必要とせず、自立して心身ともに健康

的な日常生活を送ることができる期間。 
33 

サ

行

 

ジュニア選手 

義務教育諸学校（小学校、中学校、中等教育学校前期

課程・特別支援学校の小学部・中学部）に在籍してい

る選手（主に小学生、中学生をいう）。 

6,16,18, 

41,43 

少年選手 
義務教育諸学校卒業後３年以内の年齢にある選手（主

に高校生をいう）。 
6,16 

スポーツ・インテグ

リティ 

スポーツがさまざまな脅威（ドーピング、八百長、賭

博、違法薬物、暴力、各種ハラスメント、人種差別、

スポーツ団体のガバナンス欠如等）により欠けること

なく、価値ある高潔な状態。 

43,46, 

59 

 

スポーツ推進委員 

市町におけるスポーツ推進のための実技の指導その

他スポーツに関する指導及び助言、事業の企画立案や

連絡調整、地域住民や行政、スポーツ団体等の間を円

滑に取り持つ等のコーディネーターとして、市町教育

委員会等が委嘱し、地域スポーツ推進の中核的な役割

を担う者。 

26,29, 

31,37, 

59 

スポーツツーリズム 

スポーツを「する」「みる」ための旅行だけでなく、

周辺地域の観光や、スポーツを「支える」人々との交

流などを付加した旅行スタイル。  

18,50, 

57 

成年選手 
義務教育諸学校卒業後３年を経過した年齢にある選

手（主に高等学校を卒業した者をいう）。 

6,16, 

43,45 
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用語 解説 
該当 

ページ 

サ

行 

全国健康福祉祭（ね

んりんピック） 

スポーツや文化種目の交流大会を始め、健康や福祉に

関する多彩なイベントを通じ、高齢者を中心とする国

民の健康保持・増進、社会参加、生きがいの高揚を図

り、ふれあいと活力ある長寿社会の形成に寄与するた

め、昭和63（1988）年から開催。 

34 

全国体力・運動能力、

運動習慣等調査 

子どもの体力の状況を把握・分析し、子どもの体力向

上にかかる取組の成果と課題を検証・改善するため、

全国の小学５年生と中学２年生を対象にスポーツ庁

が実施する調査。 

14,28 

総合型地域スポーツ

クラブ  

子どもから高齢者まで（多世代）、さまざまなスポー

ツを愛好する人々が（多種目）、初心者からトップレ

ベルまで、それぞれの志向・レベルに合わせて参加で

きる（多志向）という特徴を持ち、地域住民により自

主的・主体的に運営されるスポーツクラブ。  

15,26, 

29,31, 

33,37, 

59 

総合型地域スポーツ

クラブ登録・認証制

度 

総合型地域スポーツクラブが地方自治体等とパート

ナーシップを構築し、公益的な事業体としての役割を

果たしていく方策として、活動実態や運営実態、ガバ

ナンス等に関する登録基準を設け、令和４（2022）年

度から運用を開始した制度。 

37 

タ

行 

太平洋岸自転車道 

千葉県銚子市から神奈川県、静岡県、愛知県、三重県

の各太平洋岸沿いを走り、和歌山県和歌山市に至る延

長 1,487km の自転車道。 

57 

デモンストレーショ

ンスポーツ 

県民の皆さんが気軽に国民体育大会に参加できるこ

とをめざし開催する、子どもから高齢者まで幅広く参

加できるスポーツ。 

7 

ナ

行 
ニュースポーツ 

技術やルールが簡単で、子どもから高齢者まで年齢や

体力にかかわらず、誰でも、どこでも、いつでも気軽

に楽しめることを目的に新しく考案されたスポーツ。 

33,50, 

59 

ハ

行 

パラアスリート 
パラリンピック競技大会への参加の有無にかかわら

ず、障がいのあるアスリート全般。 

17,39, 

48 

パラスポーツ 
障がいのある人のために考えられたスポーツや障が

いの有無にかかわらず取り組めるスポーツ。 
48 

ヘルスツーリズム 
健康をテーマにした旅行のことをいい、旅行をきっか

けに健康意識を高め、健康状態の維持を図る取組。 
57 

マ

行 

三重県障がい者スポ

ーツ大会 

障がいのある選手が競技等を通じてスポーツの楽し

さを体験するとともに、県民の障がい者に対する理解

を深め、自立と社会参加の推進に寄与するため、平成

10（1998）年度から開催。実施競技は、陸上競技、卓

球（サウンドテーブルテニスを含む）、フライングデ

ィスク、ボウリング、ボッチャ、バレーボール（精神

障害の部）。 

35 
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用語 解説 
該当 

ページ 

マ

行 

三重県ふれあいスポ

レク祭 

障がいのある人がスポーツ・レクリエーション等を通

して交流を図り、自立と社会参加の推進に寄与すると

ともに、社会の障がい者に対する理解と認識を深める

ため、平成 10（1998）年度から開催。主な内容は、パ

ンとり競争やレクリエーションゲーム（グラウンドゴ

ルフ、ストラックアウト、ボッチャ）など。 

35 

みえスポーツフェス

ティバル 

県民が生涯にわたり、健康でいきいきとしたスポーツ

ライフの実現ができるようスポーツ・レクリエーショ

ン活動を普及・振興することを目的として、平成

11(1999)年度から開催。９月・10 月を中心に県内各地

で 60 を超える種目を実施。 

15,29, 

59 

三重とこわか健康マ

イレージ事業 

県民が市町等の健康づくりの取組メニュー（特定健

診、がん検診、ボランティア活動など）に参加し、一

定のポイントを獲得することにより、協力店からさま

ざまな特典を受けることができる、県民の健康づくり

の動機づけと継続を社会全体で支援する仕組み。 

33 

みえのスポーツフォ

ーラム 

みえのスポーツ推進月間（９月・10 月）のキックオフ

イベントとして、より多くの県民の皆さんがスポーツ

に親しむきっかけづくりを行い、スポーツを通じて元

気な三重を実現することをめざし、平成 25（2013）年

度から開催。 

15,29, 

33 

ラ

行 

レガシーを活用した

みえのスポーツ支援

事業補助金（レガシ

ーを活用したみえの

スポーツ支援事業） 

市町・競技団体等が実施する国際・全国大会等の大規

模大会の開催、トップチーム等の合宿誘致、競技普及

イベントの開催などに必要な費用を支援する制度。 

20,57 
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２ スポーツ関連データ 

（１）児童生徒に関するデータ 

① １週間の総運動時間が７時間以上の児童生徒の割合（％）【小学生】 

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

三重県 

男子 56.1 53.1 50.2 - 48.2 50.0 

女子 32.1 29.3 27.4 - 27.7 28.5 

合計 44.1 41.2 38.8 - 38.0 39.3 

全国 

男子 56.6 54.2 51.5 - 48.0 50.3 

女子 33.0 30.7 30.1 - 28.3 29.3 

合計 44.8 42.5 40.8 - 38.1 39.8 

 

② １週間の総運動時間が７時間以上の児童生徒の割合（％）【中学生】 

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

三重県 

男子 89.7 89.1 87.6 - 86.5 85.3 

女子 68.2 70.6 68.7 - 67.8 66.5 

合計 79.0 79.9 78.2 - 77.2 75.9 

全国 

男子 86.1 85.2 83.5 - 79.1 79.5 

女子 62.7 62.7 61.7 - 58.4 58.9 

合計 74.4 74.0 72.6 - 68.8 69.2 

 

③ 運動好きな児童生徒の割合（％）【小学生】 

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

三重県 

男子 93.2 92.7 93.4 - 91.3 92.5 

女子 86.7 85.8 88.1 - 83.7 86.4 

合計 90.0 89.3 90.8 - 87.5 89.5 

全国 

男子 93.3 93.0 93.3 - 91.0 92.4 

女子 87.3 86.4 87.6 - 83.7 85.9 

合計 90.3 89.7 90.5 - 87.4 89.2 

 

④ 運動好きな児童生徒の割合（％）【中学生】 

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

三重県 

男子 89.4 89.6 90.7 - 88.8 90.4 

女子 78.5 79.9 79.9 - 77.6 79.0 

合計 84.0 84.8 85.3 - 83.2 84.7 

全国 

男子 89.0 88.8 89.4 - 87.5 88.9 

女子 78.6 78.9 79.2 - 75.4 77.3 

合計 83.8 83.9 84.3 - 81.5 83.1 
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⑤ 運動部活動への加入率（％）

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4

中学校 74.9 73.9 72.8 71.8 71.4 69.7

高等高校 50.7 50.4 51.5 50.3 52.1 50.1

⑥ 体育担当教員向け研究協議会参加者数

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4

参加者数 518 512 466 500 480 512

※令和２年度は全国体力・運動能力、運動習慣等調査が中止となったため、内容を変えて実施。

⑦ 運動部活動への派遣外部指導員数

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4

中学校 10 15 26 33 64 92

高等高校 48 50 51 50 76 80

（２）生涯スポーツに関するデータ

①成人の週１回以上の運動・スポーツ実施率（％）

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4

三重県 43.2 52.8 50.5 50.4 50.5 52.7

※令和４年度調査結果［三重県］ 
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②総合型スポーツクラブ数・設置市町数・会員数  

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

活動クラブ数 

（総数） 

63 

(64) 

64 

(65) 

65 

(66) 

63 

(65) 

64 

(66) 

67 

(68) 

設置市町数 28 27 27 27 27 27 

会員数 24,836 24,524 26,200 20,559 20,378 19,818 

③スポーツ推進委員数 

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

委員数 820 810 805 798 768 753 

④スポーツ少年団数・団員数 

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

団数 635 633 619 589 583 557 

団員数 13,109 12,831 12,212 11,091 11,174 10,677 

⑤県営スポーツ施設年間利用者数

※Ｒ4は2月末時点の実績値

 

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿 464,068 583,958 497,617 283,684 340,678 448,122 

三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢 342,241 556,801 380,611 144,038 195,191 270,529 

ドリームオーシャンスタジアム 

327

 

2,110

 

2,654

 

2,219

 

3,003

 21,699 

ライフル射撃場  

36,012

 

38,420

 

50,970

 

7,564

 

16,163

 2,362 

合計 842,648 1,181,289 931,852 437,505 555,035 742,712 
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（３）障がい者スポーツに関するデータ 

①県が主催する障がい者スポーツ大会の参加者数  

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

三重県障がい者スポーツ大会 

フライングディスク 450 640 652 - - 401 

陸上競技 543 741 730 475 - 372 

ボウリング 247 363 356 279 - 279 

卓球 204 247 299 62 124  212 

ボッチャ - 116 109 82 - 67 

精神障がい者バレーボール 150 148 112 - 42 - 

三重県ふれあいスポレク祭 

参加者数 1,503 1,545 - - - 549 

合計 3,097 3,800 2,258 898 166 1,880 

 

②県が主催する各種障がい者スポーツ競技の初心者講習会の参加者数  

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

陸上競技 25 83 96 18 9 31 

水泳 4 9 14 8 6 23 

アーチェリー 15 6 100 111 38 20 

卓球 30 29 41 81 32 38 

ボウリング 20 23 11 5 - 15 

ボッチャ - 32 - - - 2 

合計 94 182 262 223 85 129 

 

③障がい者スポーツ指導員数（登録者数）  

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

上級 15 15 14 12 12 15 

中級 53 56 65 64 66 63 

初級 422 411 389 359 374 350 

合計 490 482 468 435 452 428 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｒ4は2月末時点の実績値
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（４）競技力向上に関するデータ

①全国大会入賞数（件）

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4

国民体育大会 70 83 106 - - 119

全国高校総体 32 52 41 - 51 61

全国中学校体育大会 15 13 15 - 19 15

合計 117 148 162 - 70 195

②国民体育大会の男女総合成績

開催年
(回数) 

順位
開催年
(回数) 

順位
開催年
(回数) 

順位
開催年
(回数)

順位
開催年
(回数)

順位

S21
(1) 

-
S37
(17) 

43 
S53
(33) 

21 
H6
(49) 

24 
H22
(65) 

32 

S22
(2) 

-
S38
(18) 

40 
S54
(34) 

30 
H7
(50) 

40 
H23
(66) 

32 

S23
(3) 

18
S39
(19) 

42 
S55
(35) 

36 
H8
(51) 

35 
H24
(67) 

38 

S24
(4) 

22
S40
(20) 

38 
S56
(36) 

30 
H9
(52) 

36 
H25
(68) 

41 

S25
(5) 

17
S41
(21) 

36 
S57
(37) 

28 
H10
(53) 

42 
H26
(69) 

32 

S26
(6) 

37
S42
(22) 

38 
S58
(38) 

47 
H11
(54) 

29 
H27
(70) 

27 

S27
(7) 

19
S43
(23) 

43 
S59
(39) 

44 
H12
(55) 

44 
H28
(71) 

27 

S28
(8) 

25
S44
(24) 

30 
S60
(40) 

43 
H13
(56) 

43 
H29
(72) 

27 

S29
(9) 

24
S45
(25) 

40 
S61
(41) 

34 
H14
(57) 

45 
H30
(73) 

20 

S30
(10) 

22
S46
(26) 

45 
S62
(42) 

41 
H15
(58) 

41 
R1
(74) 

14 

S31
(11) 

44
S47
(27) 

43 
S63
(43) 

35 
H16
(59) 

44 
R2
(75) 

- 

S32
(12) 

42
S48
(28) 

23 
H1
(44) 

45 
H17
(60) 

36 
R3
(76) 

- 

S33
(13) 

37
S49
(29) 

14 
H2
(45) 

46 
H18
(61) 

35 
R4
(77) 

12 

S34
(14) 

43
S50
(30) 

1 
H3
(46) 

25 
H19
(62) 

37 

S35
(15) 

39
S51
(31) 

9 
H4
(47) 

33 
H20
(63) 

40 

S36
(16) 

37
S52
(32) 

24 
H5
(48) 

34 
H21
(64) 

44 

（順位）
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３ 計画策定までの経過 

年月日 会議等の概要 

令和４年（2022）年 

３月24日  

知事から三重県スポーツ推進審議会に対し諮問 

７月１日  令和４年度第１回三重県スポーツ推進審議会 

・「第２次三重県スポーツ推進計画」にかかる取組の検証 

・「第３次三重県スポーツ推進計画（仮称）」策定方針 

７月22日  令和４年度第１回三重県スポーツ推進審議会計画策定作業部会 

・「第３次三重県スポーツ推進計画（仮称）」素案 

８月30日  令和４年度第２回三重県スポーツ推進審議会計画策定作業部会 

・「第３次三重県スポーツ推進計画（仮称）」素案 

９月16日  令和４年度第２回三重県スポーツ推進審議会 

・「第３次三重県スポーツ推進計画（仮称）」素案 

10月６日  県議会総務地域連携デジタル社会推進常任委員会 

・「第３次三重県スポーツ推進計画（仮称）」素案 

10月28日  令和４年度第３回三重県スポーツ推進審議会計画策定作業部会 

・「第３次三重県スポーツ推進計画（仮称）」中間案 

11月14日  令和４年度第３回三重県スポーツ推進審議会 

・「第３次三重県スポーツ推進計画（仮称）」中間案 

12月９日  県議会総務地域連携デジタル社会推進常任委員会 

・「第３次三重県スポーツ推進計画（仮称）」中間案 

12月17日～ 

令和５（2023）年 

１月16日 

パブリックコメント実施 

市町・関係団体等からの意見聴取 

２月３日  令和４年度第４回三重県スポーツ推進審議会計画策定作業部会 

・「第３次三重県スポーツ推進計画（仮称）」最終案 

２月14日  令和４年度第４回三重県スポーツ推進審議会 

・「第３次三重県スポーツ推進計画（仮称）」最終案 

３月８日  県議会総務地域連携デジタル社会推進常任委員会 

・「第３次三重県スポーツ推進計画（仮称）」最終案 

３月14日  三重県スポーツ推進審議会から知事に対し答申 

３月23日  スポーツ基本法第10条第２項に基づく、三重県教育委員会への

意見聴取 
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４ 三重県スポーツ推進審議会 委員名簿 

 (五十音順・敬称略) 

委員名 所属・職名等 

大隈 節子 三重大学教育学部 准教授 

尾上 壽一 三重県町村会 理事 （紀北町長） 

加藤 公 社会医療法人峰和会 鈴鹿回生病院附属クリニック 院長 

北村 浩久 三重県中学校体育連盟 会長（四日市市立羽津中学校 校長） 

小山 和彦 三重県小学校体育研究会 会長（南伊勢町立南勢小学校 校長） 

◎杉田 正明 日本体育大学体育学部 教授 

田村 貢 株式会社エルフェンスポーツクラブ 代表取締役社長 

津田 志穂 公益財団法人三重県スポーツ協会 理事 

津幡 佳代子 一般社団法人三重県レクリエーション協会 事務局長 

東海林 祐子 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 准教授 

中谷 文弘 三重県高等学校体育連盟 副会長（学校法人三重高等学校 校長） 

花本 伸江 三重県障がい者スポーツ指導者協議会 理事 

馬場  宏 三重県スポーツ推進委員協議会 会長 

増田 明美 スポーツジャーナリスト、大阪芸術大学 教授 

○馬瀬 隆彦 三重県テニス協会 副会長 

眞部 貴子 三重県ＰＴＡ連合会 副会長 

宮嶋 泰子 スポーツ文化ジャーナリスト、一般社団法人カルティベータ 代表理事  

宮本 ともみ 公益財団法人日本サッカー協会 なでしこジャパンコーチ  

森 智広 三重県市長会 （四日市市長） 

森　昌彦  三重県市町教育長会（津市教育委員会教育長） 

◎：会長 ○：副会長 

 

５ 三重県スポーツ推進審議会計画策定作業部会 委員名簿 

(五十音順・敬称略) 

委員名 所属・職名等 

大隈 節子 三重大学教育学部 准教授 

 東海林 祐子 慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科 准教授 

◎藤田 紀昭 日本福祉大学スポーツ科学部 部長 

〇馬瀬 隆彦 三重県テニス協会 副会長 

宮嶋 泰子 スポーツ文化ジャーナリスト、一般社団法人カルティベータ 代表理事  

森丘 保典 日本大学スポーツ科学部 教授 

◎：部会長 ○：副部会長 
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６ 三重県スポーツ推進条例 

三重県条例第95号 平成26年12月24日公布 

 

三重県スポーツ推進条例 

 

スポーツは人生を豊かにし、私たちに幸福を実感させるものである。 

スポーツは、健康の保持増進及び体力の向上に資することはもとより、克己心、

協同性、規範意識等のフェアプレーの精神を培い、さらに、子どもの健全な成育

及び人格の形成に大きく寄与するものである。 

また、スポーツは、家族のつながりを強くするとともに、スポーツが促進する

人及び地域の交流は、地域社会の一体感をもたらし、地域の活性化、産業の振興

等に貢献するものである。 

さらには、競技会等で見られる、スポーツを通じて自らの可能性を追求し、不

断の努力を続けるスポーツ選手の姿は、人々に夢と感動を与える。 

このようなスポーツの持つ価値を最大限に活用し、県民の自主的かつ主体的な

参画を得ながら、スポーツを通じた人づくり及び地域づくりを推進することが必

要である。 

ここに、県民がスポーツの価値を広く享受し、県民の力を結集した元気な三重

県を目指すため、この条例を制定する。 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この条例は、スポーツの推進について、基本理念及び基本政策を定め、

県の責務並びに県民、市町、スポーツ関係団体（スポーツの推進を主たる目的

とする団体をいう。以下同じ。）及び民間事業者の役割を明らかにするととも

に、スポーツの推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、スポ

ーツの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって幸福を実感でき

る県民生活の形成及び活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 スポーツは、その多面的な価値及び意義が十分に発揮され、県民がそれ

を共有し、享受できるよう、公平かつ公正な環境の下で推進されなければなら

ない。 

２ スポーツは、全ての県民が生涯にわたってあらゆる機会とあらゆる場所にお

いて、その関心、適性等に応じて、自主的かつ主体的に親しむことができ、そ

の価値及び意義を実感できるよう推進されなければならない。 

３ スポーツは、県、県民、市町、スポーツ関係団体及び民間事業者が自主的か

つ主体的に参画し、連携することにより、推進されなければならない。 
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（基本政策） 

第三条 スポーツの推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として推進され

なければならない。 

一 子どもの体力の向上及びスポーツ活動の充実 

二 地域におけるスポーツ活動の推進 

三 競技力（スポーツに関する競技水準をいう。以下同じ。）の向上 

四 障がい者によるスポーツ活動の推進 

五 スポーツを通じた地域の活性化 

（県の責務） 

第四条 県は、スポーツの推進に関する基本理念及び基本政策にのっとり、スポ

ーツの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。 

２ 県は、前項の施策の推進に当たっては、県民の意見を反映させるとともに、

県民、市町、スポーツ関係団体及び民間事業者の間の連携を促進するよう努め

るものとする。 

３ 県は、行政の各分野において、スポーツの推進に資するように配慮した施策

を推進するよう努めるものとする。 

４ 県は、県民、市町、スポーツ関係団体及び民間事業者が実施するスポーツを

推進するための活動を促進するため、助言、情報の提供その他の必要な支援を

行うよう努めるものとする。 

（県民の役割） 

第五条 県民は、基本理念にのっとり、スポーツが県民生活及び地域社会におい

て果たす役割についての理解を深めるとともに、スポーツの推進に自主的かつ

主体的に取り組むよう努めるものとする。 

（市町の役割） 

第六条 市町は、基本理念にのっとり、地域の特性に応じ、スポーツの推進に関

する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。 

（スポーツ関係団体の役割） 

第七条 スポーツ関係団体は、基本理念にのっとり、スポーツの普及、競技力の

向上等に果たすべき重要な役割に鑑みて、スポーツの推進に自主的かつ主体的

に取り組むよう努めるものとする。 

（民間事業者の役割） 

第八条 民間事業者は、基本理念にのっとり、スポーツが県民生活及び地域社会

において果たす役割の重要性を鑑みて、スポーツの推進に積極的な役割を果た

すよう努めるものとする。 
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（相互の連携） 

第九条 県、県民、市町、スポーツ関係団体及び民間事業者は、スポーツの推進

を図るため、相互の連携に努めるものとする。 

 

第二章 スポーツの推進に関する基本となる施策 

（子どもの体力の向上及びスポーツ活動の充実） 

第十条 県は、子どもの心身の健全な発達及び体力の向上を図るため、学校、家

庭及び地域との連携により、子どものスポーツ活動の充実に向けた取組の促進

その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

２ 県は、学校における体育、運動部活動等の充実を図るため、教員による指導

の充実を図るとともに、市町、スポーツ関係団体等と協力して、地域における

指導者の活用及び環境の整備に努めるものとする。 

（地域におけるスポーツ活動の推進） 

第十一条 県は、県民が健康で、生涯にわたって、性別、年齢等を問わず、体力、

技術、目的等に応じて、身近にスポーツに親しむことができるよう、地域スポ

ーツクラブの活動の支援その他の必要な施策を講ずるよう努めることにより、

県民がスポーツとして行われるレクリエーション活動に参加する機会の提供に

努めるものとする。 

（競技力の向上） 

第十二条 県は、県のスポーツ選手（県内に活動の拠点を置き、又は現に居住し、

若しくは居住していたスポーツ選手をいう。以下この条において同じ。）が国

際的又は全国的な規模のスポーツの競技会において活躍できるよう、県のスポ

ーツ選手又はその指導者のスポーツの競技会への派遣、研修会の開催等による

県のスポーツ選手、その指導者及びスポーツ関係団体の計画的な育成その他の

必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

２ 県は、県のスポーツ選手が、スポーツの競技会においてその能力を最大限に

発揮することができるよう、県のスポーツ選手の練習のための環境の整備、ス

ポーツに関する科学的知見の活用の促進その他の必要な施策を講ずるよう努め

るものとする。 

３ 県は、県のスポーツ選手及びその指導者が、その能力を幅広く地域社会に生

かすことができるように環境の整備に努めるものとする。 

（障がい者によるスポーツ活動の推進） 

第十三条 県は、障がいに対する県民の理解を深め、障がい者の自立及び社会参

加を促進するため、市町、スポーツ関係団体及び民間事業者と協力して、必要

な配慮をしつつ、障がいの種類及び程度に応じたスポーツ活動への参加の機会

の提供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 
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（スポーツを通じた地域の活性化） 

第十四条 県は、スポーツを通じて地域における世代間又は地域間の交流を促進

し、地域の活性化を図るため、地域の特性に応じた取組への支援、スポーツの

各種の競技会等の開催又は誘致その他の必要な施策を講ずるよう努めるものと

する。 

（施設の整備等） 

第十五条 県は、県民のスポーツ活動の充実を図るため、スポーツ施設の整備及

び利用の促進に努めるものとする。 

２ 県は、前項の規定によりスポーツ施設を整備するに当たっては、災害時への

対応に配慮するとともに、当該スポーツ施設の利用の実態等に応じて、安全の

確保及び障がい者等の利便性の向上を図るよう努めるものとする。 

３ 県は、県が設置する学校その他の施設をスポーツ活動の場として有効に活用

できるよう努めるものとする。 

 

第三章 推進計画 

第十六条 知事は、スポーツの推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図

るため、スポーツの推進に関する基本的な事項その他必要な事項を定めた計画

（以下この条において「推進計画」という。）を策定しなければならない。 

２ 知事は、推進計画を策定しようとするときは、県民の意見を反映することが

できるよう必要な措置を講ずるものとする。 

３ 知事は、推進計画を策定するに当たっては、三重県スポーツ推進審議会の意

見を聴かなければならない。 

４ 知事は、推進計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

５ 前三項の規定は、推進計画の変更について準用する。 

 

第四章 スポーツの推進に関する施策の推進 

（スポーツ推進月間） 

第十七条 県は、県民のスポーツに対する関心と理解を深めるとともに、県民が

自主的かつ主体的にスポーツ活動に参加できるようスポーツ推進月間を設ける。 

２ 県は、スポーツ推進月間において、その趣旨にふさわしい事業を実施するよ

う努めるものとする。 

（顕彰） 

第十八条 県は、県民のスポーツに対する関心及びスポーツ活動への意欲を高め

るため、スポーツで顕著な成果を収めた者及びスポーツの推進に寄与した者を

顕彰するものとする。 
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（県民等の協力） 

第十九条　県は、県民、スポーツ関係団体及び民間事業者に対し、広く協力を求め、

スポーツの推進に努めるものとする。 

（財政上の措置） 

第二十条　県は、スポーツの推進に関する施策を実施するために必要な財政上の

措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

附　則 

　この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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第３次三重県スポーツ推進計画 

令和５（2023）年度～令和８（2026）年度 

 

スポーツを通じて「人」「地域」を結ぶみえ 
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第３次三重県スポーツ推進計画 

令和５（2023）年３月 

 

三重県スポーツ推進局スポーツ推進課  

〒514-8570 三重県津市広明町13 

TEL 059-224-2985／FAX 059-224-3022 

          E-mail sports@pref.mie.lg.jp 

 


